
ʵ 1�� ʵ－ 199 －

【招待論文】

SUMMARY
� *O UFYUCPPLT PO USBOTQPSUBUJPO FDPOPNJDT JU JT BMXBZT NFOUJPOFE UIBU USBOTQPSUBUJPO
EFNBOE JT OPU FMFNFOUBM CVU EFSJWFE EFNBOE� 1FPQMF VTF USBOTQPSUBUJPO NFBOT UP
BDIJFWF UIFJS FMFNFOUBM QVSQPTF TVDI BT DPNNVUJOH TUVEZJOH PS TJHIUTFFJOH� 5SBOTQPSU
JT KVTU B UPPM� 4P USBOTQPSU EFNBOE EFQFOET PO TFWFSBM FMFNFOUT TVDI BT QPQVMBUJPO
QPQVMBUJPO DPNQPTJUJPO FDPOPNJD BDUJWJUJFT BOE MBOE EFWFMPQNFOU QMBO� *O UIJT QBQFS JU
XJMM CF EJTDVTTFE UXP QPJOUT BCPVU UIF UFSN EFSJWFE EFNBOE� 'JSTU JT JO DPOTJEFSBUJPO
PG TFWFSF TJUVBUJPOT PG QVCMJD USBOTQPSU PQFSBUPST FTQFDJBMMZ JO SVSBM BSFBT JO +BQBO
FMFNFOUBM EFNBOE DPOEJUJPOT TVDI BT BHJOH PS QPQVMBUJPO BSF OPU NFOUJPOFE PS JHOPSFE�
0OMZ UIF SFTQPOTJCJMJUZ PG USBOTQPSU PQFSBUPST DBNF VQ GPS EJTDVTTJPO� 4FDPOE JT JO UIF
FBSMZ QIBTF JU JT EFTDSJCFE JO USBOTQPSUBUJPO FDPOPNJDT UFYU UIBU BMTP USBOTQPSU EFNBOE
JT EFSJWFE POF JU IBT BO JNQPSUBOU SPMF GPS FDPOPNZ BOE TPDJFUZ� *U JT UIF TPDJPFDPOPN�
JDBMMZ XBZ PG UIJOLJOH BOE UIF QSPWJTJPO PG USBOTQPSU JOGSBTUSVDUVSF BOE TVQQMZ PG USBOT�
QPSU TFSWJDFT BSF JOEJTQFOTBCMF UP NPEFSO TPDJFUZ� #VU UIF CBTJD XBZ PG UIJOLJOH BCPVU
USBOTQPSUBUJPO FDPOPNJDT JT DIBOHFE UP NJDSPFDPOPNJDT JO SFDFOU UFYUT TPDJPFDPOPNJ�
DBMMZ CBTJD DPODFQU JT OPU HJWFO BO BDDPVOU JO USBOTQPSUBUJPO FDPOPNJDT� 8F IBWF UP
SFDPOpSN UIBU JU JT JNQPSUBOU JO UIF pFME PG USBOTQPSUBUJPO FDPOPNJDT UP DPOTJEFS UIF
TPDJPFDPOPNJD CBTJD DPODFQU�
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1．はじめに

　本稿は，交通経済学の導入のテキストに必ず

と言っていいほど記載されている「交通需要は

派生的需要であり，本源的需要に左右されるも

のである」という点について，再検討しようと

するものである．

　経済学における「派生需要」という用語は，
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「他の財が需要されることで生まれる財の需要」

とされており，例えば家が建設される際に木材

やしっくいなどが必要となることなどと説明さ

れている．それは交通需要についての意味あい

とは若干異なっている．交通の場合には，交通

の利用の目的は，交通機関を利用することでは

なく移動によって実現できる用務 ― 通勤，通学，

商用，観光，冠婚葬祭への出席などが本来の目

的でありそれが本源的需要である，と説明され

ている．そのために派生的需要と，「的」が付け

られているのかとも考えられる．

　その派生的需要という用語に関して，二つの

点を指摘したいというのが本稿の目的である．

第一点は，現在日本において問題となっている，

日常的なモビリティの格差拡大とりわけ公共交

通機関の経営状況の悪化についての議論におけ

る需要への考え方についての指摘である．第二

点は派生的需要である交通の機能が，本源的需

要の実現に大いに寄与しているという点，つま

り交通の発達がもたらす社会的経済的な発展に

ついての言及が，交通経済学の中で経年的に後

退してきている点である．

　以下の章では，第一点について，第二次大戦

後の公共交通の動向と現状及び政策の展開につ

いて概観し，公共交通機関の経営状況の悪化に

対して対策として行われている議論について，

派生的需要という視点から検討する．第二点に

ついては，戦後の交通経済学の教科書などの記

述と最近のものを比較して，交通経済学の学説

における変化を解明する．

2．日本における地域公共交通の現状

2.1　地域公共交通の動向

　地域公共交通とは，さまざまな定義がみられ

るが，国交省によれば地域住民が自宅を中心に

通勤・通学，通院，買い物など，日常の生活圏

内を移動する際に利用する公共交通機関」や「ビ

ジネスでの用務先や観光での外出先で利用する

公共交通機関」とされる1）．具体的には，鉄道，

軌道，乗合バス，コミュニティバス，乗合タク

シー，タクシーが含まれるが，さらにスクール

バスや福祉バス，自家用有償旅客輸送もその範

疇に入ると考えられる．

　これまで長距離交通に対応する近距離の移動

については都市交通という用語が充てられてき

たが，地域交通は，都市交通と並立させて首都

ग़యʣٱอాխʢù÷ùøʣ
図 1　乗合バスの乗車人員の推移
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圏，中京圏，関西圏をのぞいた地方部の域内交

通を示す用語としても用いられている2）．本稿

では，三大都市圏も含め，地域内の移動にかか

わる公共交通を地域公共交通とする．

　まず地域公共交通の現状としては，乗合バス

の総輸送人員は 2000 年度を 100 とした場合に，

2018 年度には全国で 91，三大都市圏で 101，三

大都市圏以外で 74 となっている．全国ではいっ

たん 87 まで落ち込んだものが 91 に回復してい

るのに対して，三大都市圏以外の輸送人員は一

貫して低下している．2000 年度は鉄道および海

運，航空で規制改革の一環として需給調整が廃

止された年である．バスとタクシーについては

2002 年度に受給調整は廃止されている．

　また三大都市圏を除いた地方の鉄道輸送につ

いても，1991 年度の約 5，200 万人をピークに，

2018 年度は 4，100 万人（1991 年を 100 とした

場合に 79）にまで減少している．

　路線については，バスは 2008 年度から 2017

年度の間に 13，249 ㎞が完全に廃止され，鉄軌

道については 2000 年度から 2020 年 5 月までに

1，042 ㎞，44 路線が廃止されている．バス事業

者は 71％が赤字（2018 年度），地方鉄道事業者

は 72％が経常収支の赤字（2018 年度）である．

　2019 年のコロナ禍の影響をみると，路線バス

については，輸送人員が約 2 割減の状況から回

復していない．地方鉄道でも依然として 3 割以

上の事業者で輸送人員が3割以上減少している．

製造業や非製造業と比較しても運輸業・郵便業

の営業利益の減少率は大きくなっている．

2.2　地域公共交通の変化の背景

　こうした変化の背景には，1．人口の減少と高

齢化及び地方における過疎化，2．自家用車依存

の進展，3．公共交通の事業者及び労働者の不足，

4．公共交通空白地域の拡大があるといわれてい

る．

　人口の減少についていえば，日本の総人口は

2008 年度の 1 億 2，800 万人をピークとして減少

しており，2047 年には 1 億人程度になる見込み

である．これには少子化が強く影響しているた

め，高齢化も同時に進行しており 2050 年には総

人口の 4 割近くが 65 歳以上になる．生産年齢人

口は 2050 年には 5 割となり，現在よりも 15％

ग़యʣ૯লʢù÷ù÷ʣ
図 ₂　都市圏別の人口の割合の推移
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くらい減少する．

　また，東京圏，三大都市圏，三大都市圏以外

の人口の動向をみると，三大都市圏の割合が増

加し，三大都市圏以外の地域の人口の割合が減

少している傾向となり，地方圏の人口減少が著

しいことがわかる．

　地方部での自家用車依存については，三大都

市圏とそれ以外の都市圏について代表交通手段

の利用率が全国都市交通特性調査において調査

されている3）．平日の調査では，1987 年には地

方都市圏での自動車（自家用車）が 40.4％であ

り，2015 年には 58.6％に増加しており，三大都

市圏の 26.4％から 31.4％と比較しても大幅な増

加となっている．三大都市圏では，自動車の利

用がいったん 33.9％（2005 年）に増加したも

のの減少しており，鉄道・バスの利用率が同じ

期間で，25.6％から 30.8％に増加している．

　また地方部の自家用車依存については，地方

では年代に関係なく自動車分担率が高く，80 歳

以上においても自動車の分担率は 5 割を超えて

いる4）．高齢運転者による交通事故は減少傾向

にあるが，75 歳以上の後期高齢者の免許保有者

数は増加し続けており，2018 年で 583 万人（免

許保有者の 7％）となっている．

　さらに公共交通における担い手の不足も，地

域公共交通の衰退の要因の一つとなっている．

自動車運転者については，有効求人倍数が 2008

年のリーマン・ショック後以降急速に上昇傾向

にあり，2019 年で 3.10 と全職業の平均の 1.45

の倍以上となっている5）．

　労働条件でみると，表 1 に示すように自動車

労働者は労働時間は全産業平均と比較して約 2

割長く，年間賃金が 1～3 割低くなっている．そ

のために若年層が就業を敬遠しており，年齢構

成では高齢層の割合が高くなっている6）．

　さらに公共交通空白地帯の拡大については，

2006 年（平成 18 年）に道路運送法が改正され

て以降，バス・鉄道事業等の公共交通について

需要の動向に応じて路線等の見直しを行うなど

の取り組みが行われてきた．その一方で，地方

都市や山間地域などにおいて，これまで住民の

足となっていた路線バス等を運営する事業者が

経営難により撤退し，「公共交通空白地帯」が拡

大している．

　公共交通空白地帯の定義は定義する主体によ

ってまちまちで，例えば，国土交通省の「地域

公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱」

では，「半径 1 ㎞以内にバスの停留所，鉄軌道

駅，海港及び空港が存しない集落」とされ，国

土交通省の「地域公共交通づくりハンドブック」

では，「交通機関が充実している都市では，駅か

らは半径 500 m 以上，バス停から半径 300 m 以

上が空白地域，地方では，駅から半径1 ㎞以上，

バス停から半径 500 m 以上を空白地域」とされ

ている．

　実際に居住地面積や人口に占める空白地域の

割合をみると，「要綱」の定義による空白地域の

面積は 30％，人口では 5.8％となっているが，

運行頻度や運行時間帯などのサービス水準につ

いては考慮されていないので，さらに狭めて駅

から 500 m，バス停から 300 m 以上離れている

地域の面積は 5 割，人口では 2 割となり，こち

らの方が地方部の実感に近いと考えられる7）．

　人口減少および高齢化の進展，そしてコロナ

禍によるリモートワークの進展により，交通量

そのものが減少している．公共交通における需

表 1　自動車労働者の労働環境

平均年齢 平均勤続
年数

実労働時間数
（所定内＋超過）

所定内給与月額
（賞与等含まず）

全産業平均 43.2 歳 11.9 年 175 時間 30 万円
ト
ラ
ッ
ク

大型 49.3 歳 11.8 年 211 時間 27 万円
中小型 46.4 歳 10.0 年 209 時間 26 万円

タクシー 59.5 歳 10.2 年 182 時間 20 万円
バス 51.8 歳 12.3 年 187 時間 24 万円

ग़యɿްੜ࿑ಇলʢù÷ù÷ʣΑΓஶऀ࡞
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要の低下により，その整備・維持が困難になり，

路線の廃止が検討されている地域も多くなって

きている．そのため自動車を利用できない層の

モビリティが確保できなくなり，そうした階層

の日常生活全般が大きな影響を受けている．

　買い物や通院など日常において必須と思われ

る移動が，自由に行えない階層については，買

い物難民あるいは買い物弱者という呼称が付与

されている．経産省や農林省における定義や対

策がすでに広範囲に実施されている．交通政策

の面からも，地域公共交通の事業者の経営問題

や自家用交通も含めた地域全体での交通計画の

策定などが検討されている．しかし，これまで

の多くの議論は現状の問題の指摘と需要喚起と

いった打開策に終始している．

　交通需要があっても自由に移動ができない地

域が拡大してきている．つまり，本源的需要に

ついて，派生的立場にある交通機関や手段がな

いことにより満たすことができなくなっている．

　公共交通機関の経営状況に関する議論では，

民間事業者の再編成，コミュニティバスの効果

的運用，新たな交通手段の導入，路線廃止や人

件費削減については限界，経営形態の見直し，

MaaS の導入と活用，都市圏近郊と中山間地域，

過疎地域については個別の対策が必要，といっ

た議論が中心となっている8）．

　しかし，本源的需要の要因である経済的な活

動や，人口，人口構成，都市施設の配置，居住

状況，習慣，について対策を講じないと交通需

要も安定しないという面で議論はみあたらない．

本源的需要を維持する要素について地域や国が

何をするのか，何をすべきかを論じているケー

スはほとんどなく，地域や国は財源がないので

公共交通の事業者への補助は不可能であるとい

う前提ありきで，議論が進められている．

　それに対して，本源的需要をどのように充実

させていくのか，具体的には人口の水準や経済

活動について地域の自治体や国は目標を示して

努力すべきであるという点について，交通側は

もっと主張すべきなのではないか．

3．第二次大戦後の日本の交通の動向

　日本の戦後の交通については，戦後の復興期

（1945～1955），高度成長期（1956 ～ 1973），安

定成長期からバブル経済期（1974 ～ 1990），バ

ブル経済崩壊後の長期停滞期（1991～ ）の 4 つ

の時期に分けて考えることができる9）．

3.1　戦後の復興期

　第二次大戦後の1940年代後半は，戦災復興等

の戦後処理と戦後の経済の混乱の収束という 2

つの大きな課題に対応した時期である．その後

の 1950 年代前半は，朝鮮動乱による特需ブーム

を契機とした好景気等により，55 年代以降の高

度経済成長の基礎を築いた時期である．

　終戦直後には戦前水準の 10％まで低下した生

産活動が 50 年代前半に戦前の水準まで回復した

ことにより，国内貨物輸送量（トンキロベース）

では 50 年から 55 年の間に 26.2％増加するとと

もに，国内旅客輸送量（人キロベース）もこの

間に 41.5％増加した．

　56 年から 57 年の神武景気，59 年から 61 年に

かけての岩戸景気という 2 つの大きな好景気に

より大きくわが国経済が成長し，それに伴い貿

易の自由化，開放経済体制への移行が進んだ時

期である．

　需要の急激な増加に伴い，すべての交通機関

で激しい混雑や積み残し等の機能不全が生じ，

交通インフラ整備への要請が表面化した．道路

交通の進展及び海運における鋼船の主流化によ

り，交通の機関分担率については，貨物輸送に

おいては内航海運が鉄道を上回り，旅客輸送に

おいては自動車の分担率の高まりがみられた．

交通事故も急激に増加し，交通安全への取組み
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も重要課題となったほか，3 大都市圏への人口

集中が急速に進み，都市鉄道における通勤混雑

をはじめとする都市交通問題が社会的課題とな

った．

　このような課題を踏まえ，東海道新幹線・首

都圏の地下鉄をはじめとする鉄道の整備，国鉄

の首都圏における通勤五方面作戦，郊外鉄道と

地下鉄の相互直通運転の実施などが行われた．

さらに，港湾整備五箇年計画，道路整備五箇年

計画，高速自動車国道法及び国土開発幹線自動

車道建設法等による道路施設の整備，空港整備

法による空港整備など，輸送力増強を目的とし

た政策が開始された．

3.2　高度成長期

　1965 年以降の高度経済成長により，国内総生

産が世界で第 2 位になる一方で，公害の発生，

生活関連社会資本の整備の立ち遅れ，交通事故

の増大，国土の過密・過疎化の進行といったひ

ずみが顕在化した．また，70 年代前半には，米

国のいわゆるニクソン・ショックによる金・ド

ル兌換制の停止と円の変動相場制への移行，第

一次石油危機等により，深刻な不況の時代を迎

えた．

　交通分野でも，65 年から 75 年の昭和 40 年代

の 10 年間で，企業の生産・民間消費が増大した

ことを受けて，国内貨物輸送量（トンキロベー

ス）が 1.3 倍になった．また，通勤旅客や業務

旅客の拡大，生活の質の向上による観光旅客の

増大により，国内旅客輸送量（人キロベース）

も 1.8 倍になるなど，輸送量が拡大した．輸送

需要が増大する中で，貨物輸送における鉄道輸

送から自動車・海上輸送へのシフトと，旅客に

おける自動車輸送へのシフト，並びに航空輸送

のジェット化などにみられるように，「大量輸

送」から「大量高速輸送」への指向が高まった．

バス・鉄道貨物・鉄道旅客の輸送量がピークを

迎え，その後減少に向かったのもこの時期であ

り，モータリゼーションによる自家用輸送の発

展により，バス等の旅客交通事業の経営が圧迫

され，日本国有鉄道の長期債務残高が増加した．

　当時の運輸省は，大量高速輸送の実現と地域

間格差の是正のために，大規模な交通インフラ

整備を積極的に推進した．旅客輸送の分野では，

新東京国際空港（1978 年開港）の整備に着手す

るなど，空港整備五箇年計画に基づき積極的に

空港整備を進めた．また，1970 年に制定された

全国新幹線鉄道整備法に基づき，東北・上越新

幹線等の新幹線の整備が進められるなど，幹線

鉄道の整備と充実が図られた．

　また，公害や交通事故などの輸送需要の増加

に伴うひずみに対しては，自動車排出ガス対策

や大阪空港の騒音問題などの交通公害問題への

対応，相次いだ航空機事故や「交通戦争」と呼

ばれた自動車交通事故等の交通安全への対応，

モータリゼーションの急速な進展に伴う都市交

通の過密化と過疎地域での公共交通の維持への

対応等にも取り組み，総合交通体系の実現に向

けて幅広い施策を展開した．

3.3　安定成長期

　1970 年代後半は，73 年末に勃発した第一次石

油危機を契機として，高度成長期の終焉を迎え

た時期であり，資源・エネルギー供給の制約問

題が顕在化して省資源・省エネルギー型の社会

が指向された．一方，日本の経常収支黒字が国

際的に問題視され，内需拡大による国際経済社

会発展への協調が進められた時期である．

　交通分野においては，高速交通網の形成のた

め，新幹線，空港，道路，港湾等の整備が進め

られる中で交通機関相互が厳しい競争を展開し

た．また，省資源・省エネルギー型社会の構築

に向けて，乗用車の燃費改善等が必要となった．

　国内の貨物，旅客輸送は，両者とも交通需要
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の急激な拡大がおさまった一方で，国民生活の

質的向上に伴って，商業貨物の高付加価値化や

貨物の宅配輸送に代表される多頻度少量輸送と

なり，輸送量の減少がみられた．このような状

況の中で，モータリゼーションが急速に進展し，

国内旅客輸送の機関分担率の首位が鉄道から自

動車に交代した．

3.4　バブル経済期とそれ以降の停滞期

　この時期は，1985 年 9 月のプラザ合意以降，

急速な円高が進んだことで円高不況となった後，

不況対策として実施された内需拡大策，景気対

策等によりいわゆるバブル経済期に突入した．

　そのなかで，資産価格の値上がりを期待した，

投機的需要が膨らむことにより 85 年以降バブル

が発生したが，1990 年の金利引上げによる金融

環境の変化などにより投機的需要が急速に減少

し，一挙に資産の需給バランスが崩れてバブル

が崩壊し，その後遺症は長く続いた．

　この時期は，経済のグローバリゼーションの

進展，環境問題への関心の高まり，少子高齢社

会への移行等の諸課題がバブルの崩壊とともに

顕在化し，先行きが不透明になるなかで，現在

の日本が抱える課題が噴出している．

　交通分野では，瀬戸大橋の完成，青函トンネ

ルの開通により本州と北海道，四国及び九州が

陸上交通機関で結ばれるとともに，関西国際空

港（第 1 期）の開港，東京国際空港の拡張等も

行われ，交通体系の骨格がほとんど整備される

に至った．

　交通行政では，日本航空の完全民営化，日本

国有鉄道の民営化が実施され，並行的に規制緩

和についても交通の様々な分野で進められたが，

その成果については市場が縮小局面にある公共

交通の分野では，事業者の多様化や大幅な価格

低下という成果には結びつかず，規制を再度実

施する局面も見られる．

　図 3 は，長期的な交通需要の推移と，道路資

ग़యɿࠃަ௨লʮࣈͰݟΔమಓʯɼֳʮࠃຽࢉܭࡁܦʯʮ社会ࢿຊετοΫਪܭʯΑΓ࡞ɽ
 øɽʮཱྀ٬༌ૹʯɼʮ՟༌ૹʯʹ͍ͭͯͷɽ
 úɽࠃཱྀ٬༌ૹɼøĀĀ÷ ʢøĀÿþ ʣ͔ΒܰࣗಈंΛؚΉɽ

図 ₃　交通需要と道路資本ストックの推移
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本のストック量の推移を示したものであり，貨

物輸送も旅客輸送も 1990 年代からは増加してい

ないのに対して，道路資本については増加傾向

が続いている．

3.5　戦後の交通政策の問題点

　以上日本の戦後の交通の流れと交通行政につ

いて概観してきたが，その問題点について 2 つ

指摘したい．

　第一点は運輸省・建設省時代から国土交通省

になっても継続されている，縦割り行政という

点である．これは多くの論者がすでに述べてい

るが，交通機関別の行政制度により，地域や国

土といった面からの望ましい総合的な交通につ

いての検討及び予算調整ができなくなっている

という点である．その中で，鉄道やバス事業に

ついては事業者の採算の範囲内でという原則に

より赤字発生後の後追い的な政策になっていっ

たのに対し，道路については大きな投資が行わ

れ，モータリゼーションの発展を促進した．そ

の結果として，都市における道路の渋滞問題に

巻き込まれたバスや路面電車の遅滞による乗客

離れや地方における自動車への輸送の転換が進

んだが，それに対する政策的な対応は大きく遅

れを取り，現在のような状況に結びついている．

　第二点は規制緩和政策の問題点である．1990

年代に行われた交通部門における規制緩和は，

需給調整規制の廃止により，事業者や路線につ

いてはそれまでの免許や許可について申請や届

出に変更された．しかし通信の部門で旧電電公

社の独占体制について，新規参入を促進し競争

を導入した場合のような，価格低下やサービス

の競争は公共交通の部門では見られなかった．

市場が拡大基調にある情報通信と比較した場合，

公共交通の市場は縮小方向にあったからであり，

路線からの撤退や，トラックやタクシーにおけ

る競争の激化による労働条件の悪化，事故の発

生などの課題につながった10）．

4．交通需要をめぐる議論

　派生的需要についての議論の第二点は，交通

経済学の教科書を歴史的にさかのぼってみてい

くと，交通需要については派生的需要という記述

のほかに，交通は「社会の紐帯としての交通」11），

「派生的需要の充足をもって初めて本源的需要が

満足されることも多い」12）のように，交通機関や

ネットワークの充実によってはじめて本源的需

要の充足が可能になるという面から，交通機関

の整備についても分析していかなくてはならな

い，といった視点が示されている．

　こうした指摘は，第二次大戦後の急増する需

要への対応が喫緊の課題であった時期に，交通

のインフラ等の整備のための政策が必要である

という面から，交通経済学の一つの視点として

示されていたものである．戦後の経済発展によ

り交通機関のネットワークが十分整い，交通の

需要量もピークを迎えたころから，整備や維持

が経済社会の発展のためには必要である，とい

う点についての記述が後退していったのである．

この変化については，交通経済学において，歴

史的視点や質的考察を重視する社会経済的なア

プローチが，近代経済学的アプローチに移行し

ていったためと考えることができる．

　この点については，社会経済的なアプローチ

では歴史的視点が重要とされてきたのに対して，

新古典派経済学では形式論理において歴史は不

要であるとの認識ゆえに，実体がそぎ落とされた

形式的な分析となっている，との指摘がある13）．

　これは交通という活動が経済学的に見てどう

いう位置づけにあるかというアダム・スミス以

来の議論につながるもので，交通をどのように

とらえるべきなのかという点についての再度の

検討が必要なのではないか．

　たとえば，都市における道路混雑と公共交通
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の関係について，1960 年代のロンドンの実情を

分析して，道路の整備による道路容量の拡大に

より，交通利用者が公共交通からシフトして渋

滞が解消されず，公共交通機関は財政の悪化に

陥るという，ダウンズ・トムソンのパラドック

ス14）という経済学上の分析がある．

　道路容量の拡大により，道路利用者の社会的

平均費用は低下し，公共交通を利用してきた層

からの転換が起こる．道路混雑は継続し，一方

で公共交通機関の収支は悪化し便数減などの措

置をとることになると，公共交通利用者の社会的

平均費用は増加してますます利用者減となる15）．

これがいわゆる負のスパイラルであり，現在の

日本の公共交通の状況につながるものである．

　道路整備により，道路渋滞は解消せず公共交

通機関の収益悪化をもたらす，というパラドッ

クスにかんして当時の英国の研究者は，道路投

資の効果を十分に発揮するためには，公共交通

の質の向上が必要であり，そのために公共交通

への補助などの政策が必要であると提案してい

る16）．

　すでに 1960 年代後半においてこうした分析が

なされてのにもかかわらず，少なくとも日本で

は交通経済学からの政策提案として，道路交通

と公共交通の調整といった形では大きな力には

ならず，高度成長期以降の公共交通機関の旅客

数の減少に対しては事業者の努力で対応すべき

という論理が押し通された．

　こうした状況に対して，交通経済学を専門と

するわれわれは，交通経済学の歴史を顧みると

同時に，質的要素を加味した社会経済学的なア

プローチについて再度確認していくべきであろ

う．

5．おわりに

　交通需要は派生的需要である，という交通経

済学における記述について，現在の日本の地域

公共交通の状況及び日本の戦後の交通政策とい

う面からの考察を加えてきた．

　本源的需要との対比ではなく，相関としての

派生的需要という点から，地域公共交通の事業

者の支援策の再考の必要性などについて言及し

てきたが，背景にある日本の交通政策の問題に

ついて交通経済学が今までに十分主張してこな

かった，あるいは主張しても顧慮されなかった

という責任がある．

　そうした状況の背景には，交通経済学のよっ

てたつ基本において，社会経済学的な，歴史を

意識し，質を重視した基本理念が抜け落ちてき

て，近代経済学的なものが中心となってきてい

ることがある．交通経済学者の中には，交通の

分析には一般的な経済学を用いれば十分であり，

交通経済学はもはや必要ないという交通経済学

不要論に言及している例もある17）．

　現在の日本では，すでに交通のインフラは十

分整備されているが，買い物難民などの問題が

生じ，本源的需要が満たされないという状況に

陥っている現在において，交通経済学の土台に

歴史や社会との関係や交通の質という社会経済

学的視点を再度組み入れる必要があるというが

本稿の一応の結論である．

　今後課題としては，本稿では十分な数を確認

できていない，交通経済学について内外の文献

を渉猟し，年代的，地域的に交通経済学がよっ

て立つ基盤についての旗色を明確にしなくては

ならない．そのうえで社会経済的視点について

の研究をさらに紐解き，現在におけるその必要

性をさらに分析していかなくてはならないだろ

う．

注
1）国土交通省九州運輸局（2016）p.2
2）伊藤伸（2020）
3）国土交通省（2016）
4）国土交通省総合政策局（2018）p.18
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5）国土交通省（2021）
6）厚生労働省（2020）
7）井原雄人（2020）
8）北村佳之（2011），青木亮編（2020）pp.215－

230
9）以下の記述については，国土交通省（2001），

大島登志彦（2018）などに基づいている
10）土居靖範（2006）pp.24－25
11）佐波宣平（1954）p.70
12）榊原胖夫（1962）p.75
13）藤井秀登（2012）p.9
14）竹内健藏（2006）pp.68－76
15）この場合の社会的平均費用は，時間費用のみで

ある．
16）竹内健藏（2006）p.74
17）中条潮（2015）
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